
令和３年(2021年)８月27日 

生徒・保護者の皆様へ 

下伊那農業高等学校長 

新型コロナウイルス感染症への８月30日からの対応について（お知らせとお願い） 

平素より、本校の教育活動につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、夏休み明け１週間が経過しましたが、依然として県内の新規陽性者数は、非常に多い状況が続いています。 

このような状況の中、県教委から改めて「県立学校における新型コロナウイルス感染症対策について（８/26 付）」

通知があり、県立学校では、引き続き、対面学習と自宅での課題学習等を併用しながら、生徒同士の接触機会を低

減させるよう方針が示されました。 

 つきましては、本校では８月 30 日(月)から９月５日(日)までの期間、下記のとおり感染対策ならびに教育活動

を推進することといたします。保護者の皆様におかれましては、引き続き感染予防・感染拡大防止にご理解ご協力

いただきますようお願いいたします。 

 なお、９月６日（月）からの対応については、県教育委員会の方針や状況を踏まえて改めて連絡いたします。 

記 

Ⅰ ８月30日（月）から９月３日（金）までの日程等について 

 １ 授業等について 

  ・８月30日(月) ＜全学年Ａグループ＞  

8:45～8:55 ＳＨＲ 

9:00～9:45  月③授業(45分間) 

9:55～10:40 月④授業(45分間) 

10:40～10:55 ＳＨＲ(課題配布、自宅学習の指示等) 

＜全学年Ｂグループ＞ 

12:50～13:00 ＳＨＲ 

13:05～13:50 月③授業(45分間) 

14:00～14:45 月④授業(45分間) 

14:45～15:05 ＳＨＲ(課題配布、自宅学習の指示等) 

・８月31日(火) ＜全学年Ａグループ＞水①②③④授業、消毒・掃除 

          (全学年Ｂグループは自宅学習) 

・９月１日(水)  ＜全学年Ｂグループ＞水①②③④授業、消毒・掃除 

          (全学年Ａグループは自宅学習) 

・９月２日(木) ＜全学年Ａグループ＞木①②③④授業、消毒・掃除 

 (全学年Ｂグループは自宅学習) 

・９月３日(金)  ＜全学年Ｂグループ＞木①②③④授業、消毒・掃除 

          (全学年Ａグループは自宅学習) 

    

       ＜グループ分け＞  

クラス Ａグループ Ｂグループ 

１Ａ １～１８番 １８～３５番 

１Ｂ １～１７番 １８～３４番 

１Ｃ １～１９番 ２０～３８番 

１Ｄ １～２０番 ２１～４０番 

２Ａ 生流コース 食農コース 

２Ｂ １～２０番 ２１～３９番 

２Ｃ 果樹・野菜コース 草花コース 

２Ｄ １～１９番 ２０～３９番 

３Ａ 生流コース 食農コース 

３Ｂ １～１８番 １９～３７番 

３Ｃ 果樹・野菜コース 草花コース 

３Ｄ １～１８番 １９～３４番 



長野県下伊那農業高等学校  

（ 教 頭 ） 北原 邦俊 

電話：0265-22-5550  FAX ：0265-53-0339 

 ２ 部活動及び生徒会活動等について 

  ・８月30日（月）から９月５日（日）までは、原則として活動中止とします。ただし、公式大会※ 出場予定

者等については、最小限の活動を認める場合があります。（※ 高体連・高野連・高文連・中央競技団体等が

主催する県大会・ブロック（北信越等）大会・全国大会） 

Ⅱ 感染予防と感染拡大防止のお願い 

１ 基本的な感染予防策の徹底 

（１）身体的距離の確保、感染リスクの高い場所、クラスターが発生する可能性のある場所への訪問は控える  

（２）原則としてマスク着用 （３）手洗い、消毒、うがい、換気の徹底 （４）昼食等、飲食の際は対面を回避 

２ 「健康チェックカード」に基づく健康観察・管理の徹底 

生徒、同居家族の検温・健康チェックと登校可否の慎重な判断（休日の登校も同様） 

 

３ 学校への連絡（次の場合は、速やかに感染拡大防止を図るため、学校・担任へ連絡してください） 

生徒、同居家族が感染者となった場合、濃厚接触者・接触者となった場合 及び ＰＣＲ検査を受ける場合（受け 

る前に必ず） 

４ 登校に当たっての注意事項 

次の場合には登校を控えてください。（出欠の扱いは配慮します。詳細は教頭・担任へ相談） 

（１）生徒の感染が判明した場合は、治癒するまでの期間（治癒証明書提出） 

（２）生徒が濃厚接触者等に特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して２週間の期間（保

健所の指示がある場合には、それに従う） 

（３）生徒がＰＣＲ検査を受けた場合は、検査結果が判明するまでの期間 

（４）「健康チェックカード」の登校を控える項目に該当する場合（同居家族に体調不良の方がいる場合にも、登校

を控えるようになっていますので、登校可否について、家を出る前に学校・担任へ相談してください） 

（５）同居家族が感染者となった場合、濃厚接触者・接触者となった場合 及び ＰＣＲ検査を受ける場合については、保健

所等の指導により対応（この場合には、生徒が濃厚接触者に特定される可能性が高いと思われます）。 

５ その他 

（１）もし、自分が感染者になったり、濃厚接触者等に特定されても、感染拡大防止の対応は学校で検討して進め

ますので、学校・担任へ連絡する以外は、自分から友人や周囲の方々に連絡する必要はありません。（ＳＮＳ等

での発信を含め、安易に情報を流すことによる想定外のトラブル等を回避するため） 

（２）医療的ケアが必要、基礎疾患等を患っている場合など、感染リスクが気になる場合にはご相談ください。 

（３）日程や各自の登校日時、登校しない日の自宅学習の課題等については、30日（月）のＨＲで生徒に詳細を伝

えます。 

 

 


